
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと応援交付金  

様式集  
 

 

 

 
 

 

高  浜  市   



様 式 第 １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

第   号  

年  月  日  

 

所 在 地  

団 体 名  

代 表 者 職 ・ 氏 名       様  

 

高 浜 市 長       印    

 

年 度 ふ る さ と 応 援 活 動 支 援 希 望 団 体 寄 附 金 額 通 知 書  

 

貴 団 体 を 指 定 し た ふ る さ と 応 援 寄 附 金 を 次 の と お り 受

納 し た の で 、 通 知 し ま す 。  

な お 、交 付 申 請 に つ い て は 期 日 ま で に 高 浜 市 ふ る さ と 応

援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 に よ り 行 っ て く だ さ い 。  

 

寄 附 金 総 額  
                            

円  

寄 附 受 付 期 間  年  月  日  ～  年  月  日  

交 付 申 請 期 日  年   月   日  

申 請 額 の 算 出  

 

寄 附 金 総 額       円  

 

控 除 経 費 等       円  

 

申 請 可 能 額       円  

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 申 請 書  

 

         年  月  日  

 

 高 浜 市 長  あ て  

 

 

                               

所 在 地  

申 請 人  団 体 名  

代 表 者 名          印  

 

    年 度 に お い て 高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 の 交 付

を 受 け た い の で 、高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ６

条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 な お 、こ の 内 容 に つ い て は 、必 要 に 応 じ て 高 浜 市 ふ る さ

と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 公 表 さ れ る

こ と を 承 諾 し ま す 。  

 

記  

 

１  交 付 金 交 付 申 請 額    

 

２  交 付 金 事 業 の 内 容  

   

３  交 付 金 の 配 分 及 び 使 途  

 

４  添 付 書 類  

（ １ ） 事 業 計 画 書  

（ ２ ） 予 算 書  

 

 



様 式 第 ３ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 （ 変 更 ） 交 付 （ 不 交 付 ）  

決 定 通 知 書  

 

                         

第    号  

                   年  月  日  

 

         様  

                         

          高 浜 市 長       印    

 

年  月  日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た   年 度 高

浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 に つ い て は 、高 浜 市 ふ る さ と 応 援

交 付 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 、下 記 の と お り 交 付 す

る こ と に 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

１  交  付  額          円  

 

２  交 付 条 件  

（ １ ）高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ４ 条  に

規 定 す る 交 付 条 件 を 遵 守 し て く だ さ い 。  

（ ２ ）当 該 交 付 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 年 度 が 終 了

し た と き は 、高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要

綱（ 以 下「 要 綱 」と い う 。）第 １ １ 条 の 規 定 に よ

り 、速 や か に 高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 実 績 報

告 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  

（ ３ ）こ の 交 付 金 の 使 途 に つ い て 不 適 当 と 認 め る と き

は 、交 付 決 定 し た 内 容 の 全 部 若 し く は 一 部 を 取

り 消 し 、又 は 既 に 交 付 し た 交 付 金 の 全 部 若 し く

は 一 部 を 返 還 し て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  



様 式 第 ４ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 請 求 書  

 

                   年  月  日  

 

 

 高 浜 市 長  あ て  

 

                              

所 在 地  

請 求 者  団 体 名  

代 表 者 名          印  

 

   年  月  日 付 け   第   号 で 交 付 決 定 の あ っ

た   年 度 高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 に つ い て 、高 浜 市 ふ

る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、下 記 の と

お り 請 求 し ま す 。  

 

 

記  

 

金          円 也  

 

〔 振 込 先 〕  

金融機関名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

フリガナ  

名  義  人  

 



様 式 第 ５ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 変 更 交 付 申 請 書  

 

                   年  月  日  

 

 

 高 浜 市 長  あ て  

 

                              

所 在 地  

請 求 者  団 体 名  

代 表 者 名          印  

 

 

    年  月  日 付 け   第   号 で 交 付 決 定 の あ っ

た   年 度 高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 に つ い て 、高 浜 市 ふ

る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

下 記 の と お り 追 加 交 付 の 申 請 を し ま す 。  

 

記  

 

１  交 付 金 変 更 交 付 申 請 額          円  

 

２  変 更 を 要 望 す る 理 由   

  

３  添 付 書 類  

  （ １ ） 変 更 後 の 事 業 計 画 書  

  （ ２ ） 変 更 後 の 予 算 書  

   

 

 

 

 



様 式 第 ６ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 実 績 報 告 書  

 

                   年  月  日  

 

 

 高 浜 市 長  あ て  

 

 

                              

所 在 地  

事 業 者  団 体 名  

代 表 者 名          印  

 

 

    年  月  日 付 け  第  号（ 及 び  年  月  日 付 け  

第   号 ）で 交 付 決 定 の あ っ た   年 度 高 浜 市 ふ る さ と 応

援 交 付 金 に つ い て 、当 該 交 付 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 年

度 が 終 了 し た の で 、高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第

１ １ 条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。  

 な お 、こ の 報 告 書 及 び 添 付 書 類 の 内 容 に つ い て は 、必 要

に 応 じ て 高 浜 市 ふ る さ と 応 援 交 付 金 交 付 要 綱 第 １ １ 条 の

規 定 に よ り 公 表 さ れ る こ と を 承 諾 し ま す 。  

 

記  

 

１  添 付 書 類  

  （ １ ） 事 業 報 告 書  

（ ２ ） 収 支 決 算 書  

  （ ３ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 


